
令和 3 年度

ヘ 高申躙千早嘩区偲霞司会総会査料

（令和3年3月31日 「母校の桜」の下で：企画調整保護司）

日
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令和 3年度高幡保護区保護司会総会

日 時 令和 3年 5月25日（火） 15:00 ～ 1 7 : 0 0 

場 所 四万十町（東庁舎）多目的大ホール

日 程

1. 開 会 事務局長 武内文治

2. 開会挨拶 ム 長 壬生直徳云

3. 来賓祝辞 四万十町長 中尾博憲

窪川警察署長 岡 修司

高知保護観察所長 丸山武彦

4. 資格審査報告 （事務局長）

5.議事

(1)議案第 1号令和 2年度高幡保護区保護司会業務報告の承認について

(2)議案第 2号令和 2年度高幡保護区保護司会収支決算について

(3)議案第 3号令和3年度高幡保護区保護司会事業計画（案）について

(4)議案第4号令和3年度高幡保護区保護司会収支予算償g)について

(5)議案第5号 高幡保護区保護司会の理事及び監事の選任について

（任期：令和 3年5月25日～令和 5年5月総会まで）

(6)その他

6. 閉会挨拶 副会長（窪川分区長） 中嶋敏親

ー



議案第 1号

令和 2年度 高幡保護区保護司会業務報告について

高幡保護区保護司会会則 22条の規定により、令和 2年度
高幡保護区保護司会の事業報告について別紙のとおり議決を求

める。

令和 3年 5月 25日提出

高幡保護区保護司会会長壬生直徳
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令和2年度高幡保護区保護司会事業報告 (1 / 2) 

月日 項 目 参加者 備 考

4月8日 四万十町青少年育成町民会議役員会（会長） 1名 四万十町農村環境改善センター会議室

4月20日 高幡保護区保護司会会計監査 4名 サポセン「高幡」

4月20日 高幡保護区保護司会理事会 9名 四万十町農村環境改善センター会議室

4月24日 高幡保護区保護司会第1期研修会と令和2年
総会提案書は書面決議

度総会 （中止）

4月30日 企画調整会議 8名 サポセン「高幡」

5月14日
県保護司代表者協議会、県連合会理事会（中 県保連、観察協会、高坂寮の理事会、評議員会
止） 関係は書面決議

5月29日 四万十町共同募金配分会（会長他） 3名 四万十町福祉センター

5月29日 企画調整会議 10名 サポセン「高幡」

6月22日
四万十町社明実施委員会（会長、社明担当理 3名

四万十町会議室（町職員、更女、社協、地安
事他） 協、スポーツクラブ他）

6月22日 高幡保護区保護司会理事会 10名 四万十町農村環境改善センター会議室

高知県保護司会連合会役員会（会長）
6月26日 （保護司適任者確保のため高知県緊急対策本 ＾ 1名 高知保護観察所

部設置と取組方針の決定）

6月30日 企画調整会議 12名 サポセン「高幡」

7月1日
社明強調月間スターHこあたり、総理大臣メッ 3名 四万十町長室（町長、健康福祉課長他）
セージを四万十町長に伝達（会長他）

7月18 社明強調月間広報用のぼり旗設置 5名 四万十町役場西庁舎、窪川駅周辺

7月1日 社明強調月間広報用のぽり旗設置（十和地区） 2名 四万十町十和振興局周辺

7/1~7/18 社明作文依頼のため学校訪問 26名 四万十町内12小学校、 5中学校

7月14日
高知県保護区保護司代表者会議（会長、副会

2名 高知市健康福祉センター
長）

7月31日 企画調整会議 9名 サポセン「高幡」

8月12日
高知県更生保護功労者顕彰式典準備委員会 1名 高知保護観察所
（会長）

8月20日 第1期定例研修会「転居、旅行について」（宮
18名 四万十町十和振興局会議室

脇）企画調整会議
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令和2年度高幡保護区保護司会事業報告 (2/ 2) 

月日 項 目 参加者 備 考

9月10日 社明作文募集締め切り ＇ 応募数小学32作品、中学4作品

9月14日 社明作文の選考（役場教育委員会）作品の高知
小学2作品、中学2作品

保護観察所への送付

9月25日 処遇基礎力強化研修（竹本保護司） 1名 高知保護観察所

9月30日 企画調整会議 13名 サポセン「高幡」

10月30日 企画調整会議 9名 サポセン「高幡」

11月18日 高知県更生保護功労者顕彰式典（会長） 1名 高知市「三翠園ホテル」

II月24日 四万十町青少年育成町民会議役員会（会長） 1名 四万十町農村環境改善センター会議室

11月25日 令和2年度指導力強化研修（山田保護司） 1名 高知保護観察所

11月27日
第2期定例研修会「面接技法について」（宮脇）

16名
四万十町改善センター大会議室、仁井田の「り

企画調整会議荒JII保護司送別会と忘年会 ん家」

12月22日 秋の叙勲受賞伝達式（会長、谷口保護司） 2名 高知保護観察所

12月23日
四万十町青少年育成町民会議役員会（会長） 1名 四万十町農村環境改善センター会議室
（町民会議解散について協議）

12月258 企画調整会議 9名 サポセン「高幡」

12月25日 年末の関係団体等の挨拶回り（会長他） 4名
四万十町長、副町長、教育長、次長他改善セン

ター内の関係団体等

1月31日 企画調整会議 10名 サポセン「高幡」

2月26日 企画調整会議 ＼ 13名 サポセン「高幡」

3月17日
四国地方保護司会代表者会議、四国地方保護 1名 高知保護観察所（テレビ会議）
司連盟理事会（会長）

3月19日
高知県保護司代表者会、県連合会理事会（会 2名 高知市「三翠園ホテル」
長、副会長）

3月26日
保護司会理事会（年度末決算予想•次年度総 7名 四万十町農村環境改善センター会議室
会協議）

3月31日 企画調整会議 12名 サポセン「高幡」

※年4回の定例研修がコロナ感染拡大の影響で2回に変更となる。 また、社明運動関係においても小中学生を対象とした

社明作文募集以外の三密に該当する集団での活動は大半が中止となり、伝統ある社明ソフトポール大会も中止となる。
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議案第2号

令和 2年度 高幡保護区保護司会収支決算について

高幡保護区保護司会会則第22条の規定により、令和 2年度高幡

保護区保護司会収支決算について議決を求める。

令和 3年 5月 25日提出

高幡保護区保護司会 会長壬生直徳
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令和 2
 

年度収支決算書

（令和2年04月01日～令和3年03月31日）

収入総額 1,923,470 円

支出総額 1,859,436 円

次年度繰越金 64,034 円

1 収入の部〔単位：円） （高幡保護区）保護司会

項 目 予 算 額 決算額 増 減額 摘 要

1 会 費 収 入 （ 計 ） 81,000 78,000 △ 3,000 

①会 費 81,000 78,000 △3,000 年会費3,000円X26名

②特 別 会 費

゜ ゜ ゜2 -保護司会に対する実費弁償金収
1,084,000 726,837 △ 357,163 

高幡保護区 485,381円
入 サポセン高幡 241.456円

3 補助金・助成金等収入（計） 317,000 313,000 △ 4,000 

① 地方公共団体 264,000 264,000 0四万十町補助金
補助 金 等

② 連絡助 成更生保護

゜ ゜ ゜法 人助成金

③ 保護司会連合会 53,000 49,000 △ 4,000 保護司会連合会助成金49,000円
助 成金

④ 社会福祉協議会

゜ ゜ ゜助成金

⑤共同募金配分金

゜ ゜ ゜
⑥その他の助成金

゜ ゜ ゜
4 寄附金収入（計）

゜
68,140 68,140 

①保護司寄附・金

゜ ゜ ゜
②その他の寄附金

゜
68,140 68,140 70周年記念大会参加

5 雑 収 入 2,515 8 △ 2,507 利息

6 特別会計繰入金収入 700,000 700.000 0特会一時借入

7 前 年 度 繰 越 金 37,485 37,485 

゜
合 計 2,222,000 1,923,470 △ 298,530 
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2 支出の部〔単位：円〕

項 目 予算額決算額 増 減 額 摘 要

1 事 務 費 （ 計 ） 620,000 463,586 △ 156,414 

①保護司会運営費（計） 320,000 293,175 △ 26,825 ーノ

(1)事務所施設費

゜ ゜ ゜(2)事務所水道光熱費

゜ ゜ ゜(3)資料 作 成 費 5,000 

゜
△ 5,000 

(4)消』耗 品 費 40,000 31,296 △ 8,704 プリンターインク、用紙等

(5)備 品 費

゜ ゜ ゜(6)通信運搬費 20,000 10,914 △ 9,086 郵便切手代

(7)旅費・交通費 130,000 123,375 △ 6,625 理事会費用弁償

(8)事 務 局 員 等 手 当 120,000 120,000 0役員手当

(9)そ の 他 5,000 7,590 2,590 

サ ホートセンター
300,000 170,411 △ 129,589 ②運営管理費（計）

(1)賃 借， 料

゜ ゜ ゜(2)水道光熱費 60,000 40,000 △ 20,000 サポセン事務室水光熱費

(3)維持管理費

゜ ゜ ゜(4)備 品 費 120,000 18,405 △ 101,595 電気ストーブ

(5)通信運搬費 120,000 112,006 △ 7,994 ケーブルTV,ネット、電話代

(6)そ の 他

゜ ゜ ゜2 分 担 金 （ 計 ） 193,000 191,700 △ 1,300 

①会 費 193,000 191,700 △ 1,300 全国保護司会会費

②そ ！ の 他

゜ ゜ ゜3 事 業 費 （ 計 ） 1,001,000 454,150 △ 546,850 

①保護司会活動費（計） 383,000 372,140 △ 10,860 

(1)会 場 借．料

゜ ゜ ゜(2)資料作成費 80,000 

゜
△ 80,000 

(3)消 耗 品 費

゜ ゜ ゜(4)物品購入費 20;000 21,000 1,000 社明作文参加校記念品

(5)旅費・交通費 173,000 351,140 178,140 
地域処遇会議等旅費

保護司活動費350,000円

(6)通信運搬費 10,000 

゜
△ 10,000 

(7)諸 謝 金

゜ ゜ ゜(8)そ の 他 100,000 

゜
△ 100,000 

②研修研究費（計） 450,000 

゜
△ 450,000 
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(1)研修 視 察 費 450,000 

゜
△ 450,000 

(2)図書購入費

゜ ゜ ゜
f 

(3)そ の 他

゜ ゜ ゜③広報 費 （ 計 ） 

゜ ゜ ゜(1)機関誌等作成費

゜ ゜ ゜(2)そ の 他

゜ ゜ ゜④更生援 護費（計）

゜ ゜ ゜(1)給 与 費

゜ ゜ ゜(2)補 導 旅 費

゜ ゜ ゜分区・支部

゜ ゜ ゜
⑤ （活動）助成費

⑥協力組織支援費 50,000 50,000 0四万十町更生保護女性会等

⑦慶弔 ． 表彰 費 20,000 15,000. △ 5,000 慶弔規程による支出

⑧大 会 関 係 費 40,000 

゜
△ 40,000 

⑨交 際・ 渉外 費 40;000 

゜
△ 40,000 

⑩雑 費 18,000 17,010 △ 990 令和3年度版保護司手帳

4 特別会計繰入金支出 400,000 750,000 350,000 特会一時借入返戻

5 予 備 費 8,000 

゜
△ 8,000 

6 次 年 度 繰 越 金

゜
、 0

゜合 計 2,222,000 1,859,436 △362,564 
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監査報告書

令和 2年度高幡保護区保護司会の監査にあたり、会計及び理事の

会務の執行状況を監査したところ、保護司法に規定される保護司会

の計画等、積極的に実施され、その活動に伴う収入・支出ともに適

正に処理され、関係諸帳簿・証票等も正確に整理されていたことを

報告します。

令和3年4月21日

監事 ふ‘L9、I.-「疇1 ー：

監事・)；＼国罰

，
 



議案第 3号

令和 3年度 高幡保護区保護司会事業計画（案）について

高幡保護区保護司会会則第21条の規定により、令和 3年度高幡

保護区保護司会の事業計画について別紙の通り総会の議決を求め

る。

令和 3年 5月25日提出

高幡保護区保護司会 会長壬生直徳
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令和3年度高幡保護区保護司会事業計画（案） （ 

昨年度は、例年通りの各種行事が計画されていたが、新型コロナウイルズ感染防止のため、国や保

護司会等が開催する各種の会議や社明運動等の諸行事が中止や縮小した状態で実施されるなど、

本来の活動が出来なかった。

今年度も、この状態が続くことが予想されるところではあるが、自治体に対して地方再犯防止推進計

画策定に向けての働きかけを強めるとともに、実施すべき事業計画を従来どおりと設定し、新型コロナ

ウイルスの感染状況を考慮しながら、創意工夫して、状況に見合った活動をすることを前提に、本年度

計画を策定する。

第 1 基本方 針

(1) 地方公共団体を始め、労働•教育•福祉等各種団体との連携をより一層緊密にし、更生保護制度に対す

る地域住民の理解や協力を深め、積極的な協力を得るなど組織的なネットワークづくりに努め、保護観

察や犯罪予防活動を効果的に推進する。

(2)就労支援のため協力雇用主の開拓に努める。

(3)青少年の健全育成に寄与するため、保護司会、学校との連携促進強化に取り組む。

(4)犯罪や非行の増加、原因の複雑化に対応するため、専門的知識の習得や資質及び処遇能力の研鑽に

努めるよう研修活動の充実•活発化を図る。

(5)保護司定数の充足のため、適任者の発掘活動に取り組む。

(6)更生保護サポートセンターを拠点とした諸活動について積極的に取り組む。

(7)社会参加活動の充実と社会貢献活動の活動先の開拓に努める。

(8) 「社会を明るくする運動」にあたっては、他の関係団体と積極的に連携協力するなど目的達成のため運

動を展開する。

第 2 事業

1．会議の開催

(1) 総会の開催 （通常総会 1回）

(2) 理事会の開催 （随時）

(3) 地域処遇会議の開催 （随時）

(4) 企画調整会議の開催 (1回／月）
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2. 犯罪予防の活動の推進

(1)‘‘ 社会を明るくする運動”関係事業の推進及び活動

①社明実施委員会への出席 (6月中旬。四万十町役場。参加保護司3~5名）※

②街頭一斉広報活動展開 (7月初旬。四万十町役場他。全保護司）※

③社明ポスターの展示 (6月下旬。保護区全域。全保護司）※

④子ども会親善ソフトボール大会実施 (7月中旬。金上野グランド。参加保護司10名程度）※

⑤小•中学校への作文コンテスM)募集依頼 (6月～7月。小学1冴交、中学4校。全保護司）※

⑥矯正施設作品展示即売会への協力 (8月頃。四万十町農村環境改善センター。全保護司）※

(2)学校との連携のため訪問協議 （年1回。小中学校16校。全保護司）※

(3) 少年補導センターの補導活動への参加協力 （通年。保護区内。全保護司）※

(4) 犯罪防止のため子供見守り活動 （通年、保護区内イベンHき場。全保護司）※

(5) 麻薬•覚醒剤乱用防止町民大会への参加協力 （年2回。須崎市他。保護司1~2名）※

(6)四万十町地域安全協議会への参加協力 （年1回。警察署。保護司1~2名）※

(7) 四万十町青少年育成事業への参加協力 （通年。保護区内事業場所。全保護司）※

3. 処遇支援活動の推進

(1) 社会資源開拓活動の推進

①社会福祉団体、商工会、農業漁業団体等と積極的な交流を図況士会資源の開拓に努める

（通年。社協、商工会等。全保護司）※

（通年。地元企業等。全保護司）※

（年1回。小中学校16校。全保護司）※

（年1回。全保護司）※

②協力雇用主の発掘活動・登録要請に努める

③学校との連携のため訪問協議を行う

④少年補導センターと研究会の開催

(2)更生保護施設高坂寮の処遇活動に対する協力

①更生援助金の寄付と入所者への活動物資等の寄付

②更生保護施設への夕食会行事開催に協力 （年1回。高坂寮。保護司1~2名）※

(3) 社会貢献活動の推進

①社会貢献活動実施のための協議に関す硲舌動 （通年。全保護司）※

②社会貢献活動の活動場所の開拓のための協議に関す硲舌動 （通年。全保護司）※

4. 各種研修の実施協力

(1) 保護観察所の行う研修への参加

(2) 自主研修の実施

(3) 1泊研修（矯正施設見学）の実施

(4) 近隣保護区との合同研修会の開催

（年1回。全保護司）

（隔年。全保護司）

※

※
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5、 高知県保護司会連合会等との連携

(1) 保護観察所主催の保護司代表者会議への参加

(2) 高知県保護司会連合会理事会への参加

(3) 高佃保護観察協会評議委員、高坂寮評議委員の会議への参加

(4) 更生保護大会（顕彰式典）への参加•協力

6. 協力組織との連携促進

(1) 四万十町更生保護女性会と合同研修会の開催（随時。 全保護司）※

(2)四万十町更生保護女性会が行うチャリティバザー等に協力 (8月下旬。 保護司3~5名）※

7. 会員相互の親睦活動

(1)顕彰式典における受賞者の祝賀会・忘年会等随時親睦会の開催

(2) 慶弔規程に基づく会員の慶弔

8. 広報活動

(1) 町の広報紙及び福祉広報紙等へ社明運動関連記事の掲載依頼をする

(5月～6月。町広報誌他。保護司2~3名）※

(2) 町の公共放送機関を通じ広報活動をする（通年。 全保護司）※

(3) 地域住民向け「更生保護」啓発宣伝資料の活用 （通年。各保護区。全保護司）※

①町内会・自治会への回覧依頼 (6月～7月）※

②役場及び公民館等公共施設に持参 (6月～7月）※

③地域での集会等の機会をとらえ地域住民に広く配布 (1~3回／全保護司）※

④学校へ持参し、生徒を通じて各家庭へ配布 (6月～7月。 16小中学校。全保護司）※

(4) ホームページの作成および更新 （通年。担当保護司）※

9. その他

高幡保護区保護司会の目的達成のため必要と思われる事業の実施

（注）※印を付したものは、保朦司法第8条の2に規定する保護司会の計画である
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令和3年度高幡保護区保護司会月別活動計画（案） 1/2 

月 1 行

・高幡保護区保護司会決算監査

ー・高幡保護区保護司会理事会第1回
4 

・ •企画調整会議

事

( 21日） 更生保護サポートセンター高幡

( 21日） 四万十町農村環境改善センター会議室

(30日） 更生保護サポートセンター高幡

・広報活動 ・地域処遇会議

•新任保護司辞令伝達式・研修会 ( 7日） 高知保護観察所

•保護区保設司会代表者協議会•高知県保護司連合会理事会・保護観察協会評議員会・高坂寮

評議委員会 ( 12日）高短市三翠園ホテル

・ •第1回定例研修会「アセスメントに基づく保護観察の実施について」 (25日）四万十町多目的大ホール
5 -

•令和3年度高幡保護区保護司会総会 (25日）．

•令和3年度四万十町地域安全協議会総会

•企画調整会議

'(26日）窪川警察署

(25日） 四万十町多目的大ホール

・広報活動 ・地域処遇会議

・社明ポスターの一斉掲示 （保護区内全域）

•四万十町更生保護女性会総会

•四万十町更生保護女性会高坂寮訪問

6 I•第71回”社会を明るくする運動”四万十町実施委員会
•高幡保護区保護司会理事会•更女他合同作業

( 14日） 四万十町多目的ホール

（日） 高知市

（ 日） 四万十町役場

（ 日） 更生保護サポートセンター高幡他

•企画調整会議 (30日） 更生保護サポートセンター高幡

•広報活動 ・地域処遇会議

•第71回’'社会を明るくする運動＂強調月間 （全国一斉）

7
 

・社明強調月間セレモニー•広報活動 ( 1日） 四万十町役場他

※各分区毎に社明広報グッツやリーフレットを配布して社明運動を展開する。

（町健康福祉課・社会福祉協議会・民生委員協議会、地域安全協議会•更生保護女性会他）

・社明作文コンテスト募集 (9月6日（月）応募締切）

•第61回高幡子供会親善‘ノフトボール大会

•企画調整会議

•広報活動 ・地域処遇会議

•金太郎夜市・花火大会での少年補樽センター及び少年補導員連絡協議会の補導活動への協力

（四万十町内16小中学校）

（ 日） 金上野町営グランド

(30日） 更生保護サポートセンター高幡

8
 

•各地域の夏祭がや花火大会等各種イベントにおける補溝活動に実施

•第2回定例研修「保護観察及び生活環境調整において使用する報告書の作成等について」

(20日） ＋和地区

・企画調整会議

•広報活動 ・地域処遇会議

(20日） If 

1 4 



令和3年度高幡保護区保護司会月別活動計画（案） 2/2 

月 行 事

・社明作文コンテスト締め切り(9月6日）と四万十町審在 （ 日）四万十町健康福祉課

・処遇基礎力強化研修会 （ 日） 高知保護観察所
I ， 
I 
•企画調整会議 (30日） 更生保護サポートセンター高幡

•広報活動 •地域処遇会議

•四国地方保護司等代表者協議会 （ 日） 愛媛県

•高幡保護区保護司会理事会 （ 日） 更生保護サポートセンター高幡

・視察研修旅行 （ 日）
10 

・企画調整会議 ('29日） 更生保護サポートセンター高幡

•広報活動 ・地域処遇会議

•高知県更生保護功労者顕彰式典 ( 17日） 高知市三翠園ホテル

•第3期定例研修会「刑事手続上における身柄の流れ」と顕彰式典祝賀交流会 (26日）

11 

・企画調整会議

•広報活動 ・地域処遇会議

・保護区保護司代表者等協議会及び県保連理事会

・ •企画調整会議
12 

•関係機関への年末挨拶

・広報活動 ・地域処遇会議

•新任保護司特別研修会

(26日）

（ 日） 高知市

(24日） 更生保護サポートセンター高幡

(24日）

（ 日） 高知市高知保護観察所

ー

・企画調整会議

・広報活動 •地域処遇会議

•第4期定例研修会 「 自由テーマ 」

(31日） 更生保護サポートセンター高幡

(25日） 大正地区

2
 ・企画調整会議

・広報活動

(25日）
”
 ・地域処遇会議

・保護区保護司会代表者協議会•高知県保護司連合会理事会・保設観察協会評議員会・高坂寮

評議委員会 （ 日） 高知市三翠園ホテル

3
 

•高幡保護区保護司会理事会

•企回調整会議

・広報活動

（日）

(31日） 更生保課サポートセンター高幡

・地域処遇会議

I 5 



譲案第4号

令和 3年度 高幡保護区保護司会収支予算（案）について

高幡保護区保護司会会則第21条の規定により、令和3年度高幡

保護区保護司会の収支予算について別紙の通り総会の議決を求め

る。

1.収入支出予算の総額は収入支出それぞれ2,1 8 4千円とする。

令和 3年 5月25日提出

高幡保護区保護司会 会長壬生直徳
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令和 3
 

年度収支予算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

前年度繰越金 64,034 円

収入総額 2,184,000 円

支出総額 2,184,000 円

1 収入の部［単位：円〕 高幡保護区保護司会

項 目 予算額
前年度

増減額 摘 要
予算額

1 会 費 収 入 （ 計 ） 81,000 81,000 

゜
①会 費 81,000 81,000 0 27名x3,000円

②特 別 ．会 費—

゜
2 保護司会に対する実費弁償金収入 1,031,000 1,084,000 △ 53,000 

組織活動費及び
サポートセンター運営

3 補助金・助成金等収入（計） 304,000 317,000 △ 13,000 

① 地 ＇方公共団体 264,000 264,000 0四万十町補助金
補 助金等

② 連 絡助成更生保護

゜法人助成金

③ 保 護司会連合会 40,000 53,000 △ 13,000 保護司会連合会助成金
助 成金

④ 社 会福祉協議会

゜助成金

⑤共同募金配分金 O ̀  

⑥ その他の助成金

゜
4 寄附金 収入（計）

゜ ゜ ゜
①保護司寄附金

゜
②その他の寄附金

゜
5 雑 収 入 3,966 2,515 1.451 

6 特別会計繰入金収入 700,000 700,000 

゜
7 前 年 度 繰、越 金 64,034 37,485 26.549 

合 計 2,184,000 2,222,000 △ 38,000 

17 



2 支出の部〔単位：円） 高幡保護区保護司会

項 目 予算額
前年度

増減額 摘 要
予算額

1 事 務 費 （ 計 ） 620,000 620,000 

゜①保護司会運営費（計） 320,000 320,000 

゜(1)事務所施設費

゜ ゜ ゜(2)事務所水道光熱費

゜ ゜ ゜(3)資料 作 成 費 5,000 5,000 

゜
総会資料作成費

(4)消 耗 品 費 40,000 40,000 

゜
事務用品代

(5)備 品 費

゜ ゜ ゜(6)通信 運搬 費 20,000 20,000 

゜
郵便切手代

(7)旅費・交通費 130,000 130,000 

゜
役員会旅費日当

(8)事務局員等手当 120,000 120,000 

゜
役員、事務局長等手当

(9)そ の 他 5,000 5,000 

゜
役員会等お茶代

サポ ートセンター
② 運営管理費（計） 300,000 300,000 

゜(1)賃 借 料

゜(2)水 道光 熱費 60,000 60,000 

゜
サポセン高幡事務室光熱水費

(3)維持管理費

゜(4)備 品 費 120,000 1,20,000 

゜(5)通信 運搬 費 120,000 120,000 

゜
ケーブルTVネット、電話代等

(6)そ の 他

゜2 分 担 金 （ 計 ） 193,000 193,000 

゜①会 費 193,000 193,000 

゜
全国保護司会会費等

②そ の 他

゜3 事 業 費 （ 計 ） 963,000 1,OO1,000 △ 38,000 

①保護司会活動費（計） 345,000 383,000 △ 38,000 

(1)会 場 借 料

゜(2)資料 作 成 費 80,000 80,000 

゜
社明運動用品代

(3)消 耗 品 費

゜(4)物 品 購 入 費 20,000 20,000 

゜
社明作文謝礼品

(5)‘ 旅 費・交通費 135,000 173,000 △ 38,000 犯罪予防、地域処遇会議旅費等

(6)通信 運 搬 費 10,000 10,000 

゜
郵便切手代

(7)諸 謝 金

゜(8)そ の 他 100,000 100,000 

゜
社明ソフトボール大会補助等
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②研修研究費（計） 450,000 450,000 

゜(1)研 修視 察費 450,000 450,000 

゜
県外研修

(2)図書購入費

゜(3)そ の 他

゜③広報費 （計）

゜ ゜ ゜(1)機関誌等作成費

゜(2)そ の 他

゜④更生援護費（計）

゜ ゜ ゜(1)給 与 費

゜(2)補 導 旅 費

゜分区・支部
⑤ （活動）助成費

゜⑥協力組織支援費 50,000 50,000 

゜
更女助成金、学校と子供会助成金

⑦慶弔・表彰費 20,000 20,000 

゜⑧大 会 関 係 費 40,000 40,000 

゜
顕彰式典参加旅費

⑨交際・渉外費 40,000 40,000 

゜
関係機関会合費

⑩雑 費 18,000、 18,000 

゜
令和4年版保護司手帳

4 特別会計繰入金支出 400,000 400,000 

゜5 予 備 費 8,000 8,000 

゜6 次 年 度 繰 越 金

゜合 計 2,184,000 2,222,000 △ 38,000 

予算の流用については「本予算において、各項目間相互の流用を認めるものとする。」
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議案第5号

高幡保護区保護司会の理事及び監事の選任について

（任期：令和 3年 3月25日～令和 5年 5月総会まで）
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高幡保護区保護司会役員改選

任期（令和元年度～2年度） 任期（令和3年～4年度）

役 職 役 職

氏 名 氏 名

理 事・会長 壬生直 徳 理 事 ・ 会 長 壬生直徳

理事・副会長（窪川分区長） 中嶋敏親 理事・（窪川分区長） 中越清年

,. 

理事・事務局長 武内文治 理事・事務局長 武内文‘治

理事・サポートセンター長 田井哲雄 理事・サポートセンター長 田井哲雄

理事（研修担当） 戸田 多 喜子 理事（研修担当） 戸田多喜子

理事（社明担当） 瀬川敬司 理事（社明担当） 武内繁雄

理事（庶務・会計補佐） 荒川伸雄 理事（庶務・会計補佐） 山本康 雄

理事（更女•BBS担当） 牧野 利恵子 理事（更女•BBS担当） 牧野利恵 子

ー理事（大正分区長） 武内康明 理事・副会長（大正分区長） 瀬川敬司

理事(+和分区長） 仲 治幸 理事(+和分区長） 仲 治幸

監事 岡部 勤 監事 岡部 勤

監事 松下陽子 監 事 松下陽子
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